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令和３年度 原子力規制委員会 第52回会議 

 

令和３年12月15日 

10:30～12:25 

原子力規制委員会庁舎 会議室Ａ 

 

 

議事次第 

 

 

 議題１：「令和３年度原子力総合防災訓練計画」に対する原子力規制委員会の意見につ

いて（案） 

 議題２：令第41条非該当使用施設等の廃止措置計画の審査基準の制定及び意見募集の結

果 

 議題３：原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る関係規則の改正案等及び改正案

等に対する意見募集の実施 

 議題４：「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」及び「緊

急時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」の改訂 
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○更田委員長 

 それでは、これより第52回原子力規制委員会を始めます。 

 最初の議題は「『令和３年度原子力総合防災訓練計画』に対する原子力規制委員会の意

見について（案）」。説明は原子力規制庁の古金谷室長、内閣府政策統括官（原子力防災

担当）の小山田参事官から。 

○古金谷長官官房緊急事案対策室長 

 緊急事案対策室長の古金谷でございます。資料１でございます。 

 令和３年度の総合防災訓練の計画に対しての原子力規制委員会の意見を決定いただきた

いというものでございます。御承知のように、原災法(原子力災害対策特別措置法)に基づ

いてこの計画を内閣総理大臣に作成しようとするときには、あらかじめ原子力規制委員会

の意見を聞かなければならないとされております。その関係での意見照会が来ております

ので、それに対して、意見を返すということをお決めいただきたいというものでございま

す。 

 まず、訓練の中身、計画の中身については、小山田参事官の方から御説明させていただ

きます。 

○小山田内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総合調整・訓練担当） 

 内閣府の小山田でございます。 

 私の方からは、訓練計画の内容について御説明いたします。 

 ５ページ目をお願いします。５ページ目からが、この訓練計画の定型の内容になってご

ざいますけれども、この内容について参考資料として整理してございますので、12ページ

を御覧ください。 

 今年度の原子力総合防災訓練につきましては、３．にございますとおり、東北電力株式

会社女川原子力発電所を対象に実施いたします。 

 右側に地図を示してございますけれども、女川地区についてでございます。赤い点で示

してございますのが女川原子力発電所でございまして、PAZ(予防的防護措置を準備する区

域)が赤い地図で示している範囲でございます。 

 さらに、この地域の特徴といたしまして、牡鹿半島の方、発電所より半島寄りの方が半

島になってございまして、もしこちらの方から避難するとなると、発電所の近くを通らな

ければならないとなってございます。 

 さらには、有人の離島が幾つかございます。を青く示してございますけれども、こちら

の地域を準PAZと設定してございまして、PAZと同様の防護措置を行うことになります。 

 こういったことを踏まえまして、「１．訓練の位置付け及び目的」の①にございますと

おり、国、地方公共団体、原子力事業者における防災体制の実効性の確認が重要になって

まいります。 

 また、②にございますとおり、原子力災害の事態の進展に応じまして、中央と地方で政

府と地方自治体それぞれの対策本部が設置されますのでその連絡調整、それから住民防護
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に当たっての手順の確認がなされます。 

 また、③にございますとおり、昨年３月に取りまとめられました女川地域の緊急時対応

に定められた避難計画の検証も大きな目的になってございます。 

 そして、④にございますとおり、この訓練を実施しますと様々な課題、教訓事項が出て

まいりますので、各自治体の避難計画などの改善につなげていくということが大きな目的

になります。 

 さらに、⑤にございますとおり、要員の技能の習熟や住民理解の促進も目的としてござ

います。 

 実施時期につきましては、来年、令和４年２月上中旬を予定してございます。 

 ４番目に参加機関等を示してございますけれども、国の機関はもちろんのこと、PAZと

UPZ(緊急防護措置を準備する区域)に該当する関係市町にも参画いただく予定になってご

ざいます。 

 訓練内容は（１）～（３）まで示してございますけれども、具体的な内容につきまして

は次の13ページを御覧いただければと思います。 

 今回の訓練におきましては、地震等の複合災害を想定しまして、青い帯で示してござい

ますとおり、警戒事態から全面緊急事態まで進展するというようなことを想定してござい

ます。 

 まず、警戒事態におきましては、迅速な初動体制の確立として、国、県、市町の情報共

有などを実施してまいります。 

 真ん中の施設敷地緊急事態以降におきまして、現地のオフサイトセンターや地方公共団

体に置かれる災害対策本部、事業者の事態即応センターと中央との連携を通じまして、PAZ

内の要配慮者の避難を含みます防護措置の意思決定の訓練を実施してまいります。 

 さらに一番右、全面緊急事態におきましては、PAZの住民の方々の実動を伴う30キロ圏外

への避難訓練とか、UPZ内の住民の屋内退避の訓練を行います。 

 また、一部放射性物質が放出されたということを想定しまして、モニタリング結果を踏

まえて、UPZ内の一部のエリアを想定して住民の方々の30キロ圏外への一時移転の実行の訓

練なども実施してまいります。 

 なお、放出前の予防的なPAZ住民の避難と放出後のモニタリング結果を踏まえましたUPZ

内の一部住民の移転には、実際には時間差が考えられますので、一昨年の島根地域と同様

に実動に伴う訓練に時間差を設けるなど、住民理解を示すできるだけリアルな訓練を目指

したいと考えてございます。 

 資料は戻りまして12ページ、「６．特記事項」でございます。ここに示したとおり、実

動組織のあらゆる手段を用いた離島や孤立地域住民の避難の実効性の確認がポイントにな

ってございますが、そのほか段階的防護措置と新型コロナウイルス感染症対策との両立に

つきましても今回の訓練のポイントになってございます。 

 こうした一連の訓練を通じまして、しっかりと体制の確立と避難計画の充実、強化の支
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援に努めてまいりたいと考えてございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○古金谷長官官房緊急事案対策室長 

 再び古金谷でございますけれども、１ページ目に戻っていただければと思います。今、

小山田参事官の方から説明がありました計画に対しまして、「３．原子力規制委員会から

の回答（案）」でございますが、14ページに原災指針(原子力災害対策指針)の訓練の考え

方、参考をつけておりますけれども、こういった考え方が適切に反映されていると考えま

すので、具体的には３ページ目でございますけれども、別紙のとおり、この計画について

適当と認める旨の回答を返したいと考えておりますので、この件につきまして御決定いた

だければと思います。 以上でございます。 

○更田委員長 

 御意見はありますか。 

 伴委員。 

○伴委員 

 今、御説明いただいた内容に特に異存はございません。 

 ただ、一つちょっと気になるのが、あくまでこの訓練をやる上で内閣府の原子力防災と

しての目的の設定というものがあると思うのですけれども、一方で、訓練にはいろいろな

プレーヤーが存在するので、それぞれのレベルで、訓練で何を学びたいか、何を目指すか

というものが本来あるべきだと思うのです。それぞれのレベルにコントローラーがいるの

だと思いますけれども、そういった議論は行われているのでしょうか。 

○小山田内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総合調整・訓練担当） 

 実際、訓練の事前説明会等では、各機能班の班長の方々はじめ皆さんにお集まりいただ

いて、訓練の概要を御説明してございます。その中で、実際には訓練が終わった後に自己

評価もやってございますので、その中で、この訓練でどういったことを目的にしてやると

いうのも設定した上で行うことにしてございますので、そこら辺は各機能班においてしっ

かり設定していただけるものと考えてございます。 

○伴委員 

 機能班もそうなのですけれども、例えば自治体であったりとか、そういったいろいろな

ところで目標の設定があり、その目標が達成されたのかどうかという評価があって、それ

が次の訓練のプログラムにフィードバックされていくことが必要だと思いますので、そう

いった工夫をお願いしたいと思います。 

○更田委員長 

 今の点は、国、自治体それから指定公共機関それぞれの役割の認識が他のプレーヤーと

一致しているかどうかも含めて、それは訓練を通じて検証できることだろうと思います。 

 田中委員。 

○田中委員 
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 12ページの地図を見ると、牡鹿半島があったり孤島があったりといいますか、準PAZとい

うものがあるのですけれども、この地域の特性をよく理解した避難訓練を行うということ

でよろしいですね。 

○小山田内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総合調整・訓練担当） 

 内閣府の小山田でございます。 

 おっしゃるとおりでございまして、特に準PAZのところの道路が断たれた場合、避難経路

が断たれた場合といったことも想定した訓練を計画してございます。 

○更田委員長 

 ほかにありますか。 

 石渡委員。 

○石渡委員 

 今回の訓練は、地震だけではなくて津波も考えて行うということで、複合災害というこ

とに一歩近づいた実動的な訓練になると思いますので結構だと思います。ただ、離島もあ

るということで、しかも季節が真冬の時期で気象条件がかなり厳しいので、訓練で事故が

起きてはどうしようもありませんので、安全には十分に注意してやることが必要だと考え

ます。 

 以上です。 

○小山田内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総合調整・訓練担当） 

 内閣府の小山田でございます。 

 御指摘のとおり冬場でございますし、気象条件によって訓練の内容にも非常に大きく影

響するのではないかと思われますので、当日の気象の状況を踏まえて、御指摘のようにけ

がとかのないような形で進めたいと考えてございます。 

○山中委員 

 昨年度、訓練そのものが中止になって、一昨年度の訓練と今年度の訓練は感染症対策等、

かなり異なった訓練の形式あるいは対応になっているかと思うのですけれども、その辺の

検討、準備はかなり詳細にされていると考えてよろしいですか。 

○小山田内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総合調整・訓練担当） 

 内閣府の小山田でございます。 

 昨年も同様に女川地域を対象に計画していたわけでございますが、元々コロナ感染症対

策の方を考えてございまして、例えば今回の12ページの「６．特記事項」に示しましたと

おり、防護措置と感染症対策の両立という形で、実際に避難先で感染症対策を行うとか、

一番下に感染症対策に留意するということも記載してございますけれども、実際にプレー

ヤー、参加者の皆さんには、必要な感染症対策は取っていただく。さらに、プレ訓練を行

いまして、プレ訓練の場合は今のところ人数を３分の２に絞ってやるとか、そういった形

で対応を考えてございます。 

○山中委員 



7 

 

 ありがとうございます。非常に厳しい季節でございますし、そのあたりは十分配慮いた

だいて準備を進めていただければと思います。よろしくお願いします。 

○更田委員長 

 よろしいでしょうか。 

 この訓練の特徴として記されているけれども、田中委員もおっしゃったように、準PAZ

の存在がポイントだと思うのです。準PAZに対する意思決定が、PAZに対する防護策に対し

てどういうインパクトがあるのか。距離から考えて、やはり重要度はPAZに置かれるわけだ

けれども、一方で準PAZは、その置かれている地理的条件から考えて、UPZというよりもPAZ

に準ずるということなのだけれども、他の地域防災計画に対して明らかにここは特徴なの

で、国側あるいは原子力規制委員会が関わる部分で言えば準PAZに対する意思決定の在り方

が、総合防災訓練では一つのストーリーというか一つのシナリオに従った意思決定に関す

る訓練をしていくわけですけれども、この地域の防災計画を考えるときには、準PAZに対す

る意思決定がPAZに対する意思決定、場合によってはUPZに対する意思決定にどういう影響

が及ぶのかというところがポイントなのだろうと思います。 

 もう一つ、固定局に加えてモニタリングの必要が生じたときに、特に準PAZ地域はどうな

るのかというのは、今回の訓練の中というだけではないのでしょうけれども、固定局プラ

スが必要になったときにどう考えるか。例えば準PAZ地域に要員を送るのかというような判

断が求められる局面もあろうと思いますので、そういったところへ向けて、訓練を通じて

考えておくことがポイントなのだろうと思います。 

 その上で、内閣総理大臣に対して別紙にある意見を発出するということで回答すること

を決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○更田委員長 

 ありがとうございました。 

 二つ目の議題は「令第41条非該当使用施設等の廃止措置計画の審査基準の制定及び意見

募集の結果」です。説明は志間管理官から。 

○志間原子力規制部審査グループ安全規制管理官（研究炉等審査担当） 

 研究炉等審査部門の志間でございます。 

 それでは、資料２に基づきまして御説明をさせていただきます。 

 本件は、令和３年10月13日の原子力規制委員会におきまして、令第41条非該当使用施設

等の廃止措置計画の審査基準の制定案及び原子炉等規制法等に基づく原子力規制委員会の

処分に係る審査基準等の改正案に対する意見募集の実施が了承されましたので、意見募集

を実施し、その意見募集の結果と寄せられた意見に対する回答案を取りまとめましたので、

これを原子力規制委員会にお諮りさせていただくとともに、意見等を踏まえまして、廃止

措置審査基準案と処分基準案を修正しましたので、改めてお諮りさせていただくものでご

ざいます。 
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 続きまして「２．意見募集の結果」といたしましては、総務省の算出方法で６件寄せら

れております。 

 通しの２ページに進んでいただきまして３．でございますけれども、意見募集で寄せら

れた意見とその意見に対する回答については、３～12ページに示す別紙１のとおりとした

いと考えております。 

 意見といたしましては、書きぶりの修正を求めるものが多く寄せられましたが、主な意

見と回答案について御説明させていただきたいと思います。 

 まず、通しの５ページの１－７でございます。こちらの意見は、審査基準案の基本的考

え方の記述部分に対しまして、廃止措置計画に記載すべき事項の対象外である放射線管理

記録の引渡しについて記載されているという指摘でございました。 

 この意見に対する回答案といたしましては、基本的考え方の部分につきましては、廃止

措置計画の認可から廃止措置の終了確認を受けるまでに講ずべき一連の措置について記載

しておりました。しかしながら、放射線管理記録の引渡しは廃止措置の終了確認時に講ず

る措置でありました。このため本審査基準では廃止措置計画の認可に関するものでござい

ますので、この基本的考え方においては廃止措置計画の認可に当たっての基本的事項を示

す記載方針に見直しまして修正するという回答としたいと考えております。具体的な修正

案は１－７の回答の後段に記載のとおりでございます。 

 意見１－８と１－９についても、基本的考え方の中の記述に対する意見でございますけ

れども、１－７の記載方針の見直しによる修正におきまして対応する旨を回答したいと考

えております。 

 続きまして通しの６ページ、１－10でございます。こちらは令第41条非該当使用施設等

につきまして、放射線被ばく管理に関する説明書を添付する要求はなされていないはずな

のに、何を基に放射線被ばく管理を審査するのかという意見でございます。 

 こちらの意見につきましては、令第41条非該当使用施設等につきましては、御意見のと

おり放射線被ばく管理に関する説明書を添付する要求はないのですけれども、過去の廃止

措置計画の審査におきましては、申請書記載事項の「解体の方法」や「核燃料物質の汚染

の除去」に引っかけまして、放射線被ばく管理についての説明を求めてこれを確認してい

たことから、今後も「解体の方法」や「核燃料物質の汚染の除去」の審査の中で放射線被

ばく管理の基本的な考え方を確認することが分かるように、今回、意見募集をかけました

審査基準案にこれを明記していることを回答したいと考えております。 

 続きまして通しの７ページ、１－13でございます。こちらの御意見は、廃止措置計画の

認可前の使用の許可の段階では、核燃料物質の譲渡しについて使用変更許可は不要なのだ

から、廃止措置計画認可において譲渡し先について認可は不要ではないかというものでご

ざいます。 

 こちらの意見につきましては、廃止措置計画の認可の基準として、規則で核燃料物質の

管理及び譲渡しが適切なものであることが定められております。これを担保するためにも
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廃止措置計画の核燃料物質の譲渡し先を記載してもらいまして、この譲渡し先が適切なも

のであることを審査する必要があると考えております。 

 なお、これは譲渡し先が決まらなければ廃止措置計画の認可申請は出せないという意味

ではございませんで、譲渡し先が決まっていなければ、決定次第、廃止措置計画の認可を

申請し、譲渡し先を明確にする旨を申請書に記載していただくことを求める旨を回答した

いと考えております。 

 続きまして通しの８ページ、１－14でございます。こちらは、令第41条非該当使用施設

等に対して、品質マネジメントシステムの確立は要求されていないはずなのに、フルの品

質マネジメントシステムの要求がなされているように読めてしまう。要求の範囲を正しく

すべきではないかという趣旨の御意見でございます。 

 こちらの意見に対しましては、今回、意見募集をかけた審査基準案では、品質マネジメ

ントシステムという言葉を使用しましてフルの品質マネジメントシステムの構築を求めて

いるように読めるところがございましたので、書きぶりを修正しまして、令第41条非該当

使用施設等に要求されているのは、品質管理基準規則の第54条第１項第１号の継続的改善

のみであることが分かるように修正する旨を回答したいと考えております。具体的な修正

は、１－14の回答案に記載しているとおりでございます。 

 あわせまして、１－15～１－17までの意見についても品質マネジメントシステムに係る

意見でございますが、これらの意見を踏まえた修正を１－14の修正で対応している旨を回

答したいと考えております。 

 通しの２ページに戻っていただきまして、こちらの意見募集で寄せられた意見に対する

回答については、別紙１のとおりとしたいと考えております。また、これらの寄せられた

意見を踏まえて、回答案に示すとおりの修正を行うとともに、用語の適正化を図った廃止

措置審査基準案を別紙２、処分基準案を別紙３のとおりとしたいと考えております。 

 続きまして「４．施行期日」ですけれども、原子力規制委員会にて決定していただいた

日からの施行としたいと考えております。 

 最後に「５．今後の予定」でございますが、本日原子力規制委員会で御決定いただけま

したら、審査基準の制定について核燃料物質使用者に周知をするとともに、この周知に合

わせて核燃料物質使用者との情報交換を進める観点からアンケートを実施しようと考えて

おります。アンケートの実施時期は未定でございますけれども、年度明けぐらいを見込ん

で実施しようと考えております。 

 説明は以上でございます。御審議、よろしくお願いします。 

○更田委員長 

 御意見はありますか。 

 山中委員。 

○山中委員 

 令第41条非該当の施設というのは国内で200か所弱だと認識しているのですけれども、そ
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のうちの多くが廃止をしたいと考えられている施設ではないかと思います。リスクそのも

のが大きな施設だとは思いませんけれども、廃止したくても廃止できない、しにくいとい

うのは余り好ましい状態ではないので、きちんとルールを決めていただいたというのはよ

ろしいかと思います。 

 今回御意見をいただいたわけですけれども、適切な御意見をいただいたものと思ってい

ます。 

 まず、１－７なのですけれども、譲渡先が決まっていなくても廃止の認可が得られるの

ではないか、そういう項目は要らないのではないかというコメントで、そのとおりだとい

うことで、省くということで、適切なコメントですし、回答も適切かなと。 

 ちょっと気になるのが、１－13と１－７の答えが若干矛盾しないかなと思うのですが、

そのあたりはいかがですか。 

○細野原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門安全管理調査官 

 研究炉等審査部門の細野でございます。 

 １－７の趣旨は、元々ここは基本的考え方として、我々は廃止措置全般、要は廃止措置

を始めたい者が始めたいと考えたときから処分先に渡すまで、いわゆる終了確認を行うま

での一連の流れを基本的考え方として当初整理してございました。ただし、この審査基準

の該当箇所は、いわゆる前段の廃止措置の計画の認可の内容でございますので、まずその

旨を明確にさせてくださいというのが１－７の回答でございます。 

 山中委員からもう一つ御指摘がありました１－13の管理及び譲渡しのところですが、平

和利用の観点から、最終的に廃止措置をする段階になりまして、核燃料物質がいらぬとこ

ろに行っていないといったところを規制側としてしっかりと確認する必要がある。それが

まさしく前提とした許可だと思っておりますので、改めてここで明記をさせていただいた

という内容でございまして、回答の内容が、少し趣旨が異なるものだと思ってございます。

ですので、矛盾するとは我々は考えてございません。 

○山中委員 

 例えば移動先が書いていなければ、それはそれでオーケーということですね。 

○細野原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門安全管理調査官 

 研究炉等審査部門の細野でございます。 

 御指摘のとおりでございます。 

○山中委員 

 書いてあれば、それは見ますということですね。 

○細野原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門安全管理調査官 

 細野でございます。 

 御指摘のとおりでございます。 

○更田委員長 

 ただ、１－13は、行き先が決まったら別に届けるのはいいけれども、それが何で変更申
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請という形を取らなければいけないのか。変更認可を経なければいけないのかという質問

なのです。 

 あらかじめ行き先が定まらない形で計画は認可されますよと。このたび行き先が決まり

ました。それが変更申請、変更認可という手続でないと駄目なものですか。仕上がりが行

き先を決めたものを認可するという形を取らなければいけないからということなのだろう

と思うのですけれども、それはピースをはめればいいだけのことです。だから、形式上変

更認可という形を取らざるを得ないのですという答えなのでしょうね。 

 それとも、行き先について審査するという形になるのですか。 

○細野原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門安全管理調査官 

 研究炉等審査部門の細野でございます。 

 双方の意味があると思っていますが、我々規制として見る観点は、更田委員長がおっし

ゃいました内容の後者の方、行き先としてしっかりとしたところに行く、預けられるとい

うところが一つ、原子炉等規制法の平和利用の確認の視点だと思ってございます。 

○更田委員長 

 そうすると、全体がすとんと落ちれば簡単なのだけれども、一部がどこかへ行くのです

と。非該当だから大したものではないのだろうけれども、仮に非該当施設の一部をどこか

へとなったときに、その都度、変更申請を出すわけですか。このやり方だとそういうこと

なのだろうね。 

 どうぞ。 

○細野原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門安全管理調査官 

 研究炉等審査部門の細野でございます。 

 原課としてはその運用を考えてございます。 

○更田委員長 

 理屈はそうなのだろうけれども、何とかならないものかと思います。 

 むしろ変更申請の在り方と認可に向けた手続を合理化というか、真っ当なものにすると

いうことなのだろうと思う。その実績の積み重ねなのだろうとは思います。 

○山中委員 

 更田委員長が言われるように、その辺は少し運用を考えていただければなと。今後、ア

ンケートを取ったりとか、説明会をしたりとかされると思うのですけれども、おそらくそ

の中でどうしましょうというような御相談とかコメントみたいなものが出てくると思うの

で、適切に合理的に対応していただければと思います。 

○更田委員長 

 ほかにありますか。 

 どうぞ。 

○田中委員 

 今、山中委員あるいは更田委員長が言われたことと同じなのですけれども、令第41条非
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該当は200弱ぐらいあるのです。そのうちのかなりのものは廃止措置をしたいのだけれども

どのようにしたらいいか分からない等々とあるので、意見に対する考え方はいいとして、

これからいろいろな質問等々が来るので、その辺を丁寧に聞いてあげて、きちんと説明し

てあげることが大事かと思いますので、アンケート等々をしっかりとやっていただきたい

と思います。 

○更田委員長 

 ほかによろしいですか。 

 修正そのものに対する意見というわけではないのだけれども、別紙１を順番に見ていく

と、まず通しの５ページ、１－７で議論なされたところで、御指摘を受けて修正しますな

のだけれども、以下のとおり修正しますの書き方が、何をどうしたのか意味が分からない

のです。36ページに行って見え消しのところを見ると、指摘されたところを削除したのか

と分かるわけです。何でこんな書き方なのだろう。ここは要らないのではないですかと言

って、そこを削除しましたということを表現するのに、残したところを書いて、下記のと

おりと。要するに書き方が素直ではないというか、分からせようとしていないというか、

この文章は要らないでしょうと言われて、そのとおり、はい削除しましたと書けばいいの

に、残った部分を指して以下のとおりに修正しましたというのは、明らかに素直ではない

ですね。 

 下手な言い訳は要らないですけれども、理由があるのであれば言ってください。 

○細野原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門安全管理調査官 

 理由はございません。性格が出てしまいました。申し訳ございません。 

○更田委員長 

 それから、６ページの１－10も似たようなところではあるのですけれども、考え方に書

かれている２～３行目、「原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにする放射

線防護措置については、廃止措置期間中も講ずる措置であるものの、定量的に線量評価を

行い線量限度を超えないことを審査するものではありません」というのはどういう意味で

すか。線量限度を超えないようにする措置について、措置は廃止措置期間中も必要ですよ

と。けれども、線量限度を超えないことまでを審査しているのではないためというのは意

味が分からない。 

○高橋原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門安全審査官 

 研究炉等審査部門の高橋です。 

 こちらについては、核燃料物質を普通に使用している期間においても、廃止措置期間中

においても放射線管理はもちろん必要でして、線量限度を超えないようにするための措置

は継続して必要となっております。 

 令第41条非該当使用施設における廃止措置計画の認可の審査におきましては、具体的な

放射線業務従事者、管理区域、周辺監視区域外に関する線量そのものを線量評価として提

出を求めているわけではなく、そういった線量限度を超えないようにするための措置とし
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て基本的な考え方だけを求めています。そういったことを意図して書かせていただいた回

答となってございます。 

○更田委員長 

 分かっている人には分かるのかもしれないけれども、文章はそういった意図になってい

ないですよ。 

 いただいた御質問は、何を基に審査するのですかということで、この答えは、何を基に

というのが答えになっているの。 

 細野調査官。 

○細野原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門安全管理調査官 

 研究炉等審査部門の細野でございます。 

 １－10の回答の３パラグラフ目で、「解体の方法」と「核燃料物質の汚染の除去」がい

わゆる申請書本文の記載事項になってございますので、その説明をこれまでも求めていた

のですけれども、改めて今回、審査基準としてしっかりと書き物で、原子力規制委員会の

クレジットで出させていただきたいと考えてございますので、その際にこれまでの運用を

しっかりと明確化したというような趣旨の回答でございます。 

○更田委員長 

 これからそういう文書を出しますと言っているわけですか。何を基にと言われているの

は、今、既に存在する文書なのですか。 

○細野原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門安全管理調査官 

 研究炉等審査部門の細野でございます。 

 何を基にと申しますと、冒頭に申し上げましたとおり、３パラグラフ目の本文記載事項

に基づく説明として、我々として改めて要求を明確化したということでございます。 

○更田委員長 

 全く分からない。もう一回。 

○細野原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門安全管理調査官 

 研究炉等審査部門の細野でございます。私の説明が不足していて申し訳ございません。 

 まず、使用施設の廃止措置の認可の申請に当たりまして様々な本文記載事項がございま

すが、そのうち「解体の方法」と「核燃料物質の汚染の除去」について、本文で方針を書

いてくださいというところがございます。その上で、解体や汚染の除去をする際に、必ず

放射線業務従事者が作業いたしますので、その際に被ばく管理をどうしているのかという

ことについて、我々はこれまでの廃止措置計画の中で尋ねてございます。ただ、それが役

所としての記載の文章が何もありませんでしたので、今回改めて文章化する際にしっかり

と明確化して、申請者に対して要求と申しますか、説明書の添付を求めているというもの

でございます。 

○更田委員長 

 今回のどこなのですか。その文章を具体的に教えてください。 
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○細野原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門安全管理調査官 

 研究炉等審査部門の細野でございます。 

 通しの19ページと21ページでございます。19ページの「２）解体の方法」、21ページの

「（５）核燃料物質による汚染の除去」が該当箇所でございます。 

○更田委員長 

 １－10のいただいた御質問の何を基にということの解釈なのだけれども、何を対象にな

のですか。それとも、何をクライテリアとしてという意味なのですか。どちらと受け取っ

ているのですか。何を基に審査するのか。被ばく管理に関する説明書は申請に際して添付

されないのだけれども、これは申請書のどこを見るのですかという質問と受け取っている

わけですか。申請書に書かれるであろうこの部分を見ますという回答なわけですか。 

 今、細野調査官が言った19ページにしても21ページにしても、こういうことを書いてく

ださいとは書かれているのです。申請書にこういうことは書いてくださいと。だから、こ

ういうことに対して審査をしますよというのは分かるのだけれども、質問の趣旨が、申請

書のどの部分を審査するのですかと聞いているのか、それとも何を基に審査するのかと言

ったら、審査のメルクマールという質問であれば、メルクマールを示しているわけではな

いですね。どちらなのだろうか。 

○片山次長 

 次長の片山です。 

 通しの37ページ、見え消し版を御覧いただければと思うのですけれども、37ページの冒

頭の４～５行が削除されていますが、まさしく質問者の意図は、ここは何を基に審査する

のですかという質問だったわけです。これは審査しませんというのが答えなので、したが

って、まず何を基にという根っこは、まず審査をしませんという答えで返しています。 

○更田委員長 

 どこに書いてあるのですか。 

○片山次長 

 というのが明確に書いてはいないのかもしれませんが、要は意図としてはそういうこと

です。つまり、詳細な線量評価をして線量限度を超えないというような審査をしているわ

けではないので、したがって、37ページの冒頭の４～５行は削除されています。 

 ただ、放射線の管理について何も見ないのかというとそういうわけではなくて、それは

解体の方法だとか汚染除去の方法の中で、具体的に放射線業務従事者の放射線防護をどう

するのかというのは申請書に書いてください。そこは見ますということが言いたいという

回答だと理解をしています。 

○更田委員長 

 ぐるっと回って先ほどの高橋審査官の回答のところへ戻ってくるのだけれども、こうは

見ていないのだということ。ただ、申請書にこういうことの記載は求めているので、それ

は見ますよと。けれども、その見ますよというものに関しても、こうでなくてはならない
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というか、こういう水準でなくてはならないというような見方をしているわけではなくて、

真っ当に書かれているかどうかを確認しますよということなのだろうけれども、御意見に

対する考え方が、先ほどの１－７は単に素直ではないという話なのだろうけれども、１－

10は分からない。もっと平たく書けないか。こんなことまでは見ないのですというのは見

ないと書いてほしいし、何を心配してこういう回答になっているのだろうと思ってしまう

のです。 

 それから、これは本日の議論については気の毒な議論かもしれないのですけれども、ち

ょっと議論をしておきたいのは、特に令第41条非該当のものだからということが念頭にな

ければいけないのですけれども、QMS(品質マネジメントシステム)の確立までは求めていま

せんと。８ページに書かれているものは、一方で申請する側になると何をどう書けばいい

のだろうということを思うので、QMSは確立しなくてもいいです。しかし、例えば８ページ

の下から３行目、廃止措置期間中における個別業務について改善策を立てと書かれている

ではないですか。QMSは確立しなくていいですけれども、改善のマインドは必要なのですよ

ということなのだろうと思うのですが、これは何を書けばいいのか。継続的な改善を進め

てまいりますと書けばいいという意味なのですか。 

○志間原子力規制部審査グループ安全規制管理官（研究炉等審査担当） 

 そのとおりだと考えています。 

○更田委員長 

 事務局の解釈がそうなのは分かったけれども、これについて御意見はありますか。 

 継続的改善を申請書に書くということは、継続的な改善がなされているかどうかという

ことに関して、認可する際には、なされるかどうかについてはまず認可において、そうい

う意思表明をしているということを確認しましたという確認の仕方をするわけですね。そ

の後の廃止措置期間中に関してはどうなるのだろう。見るのですか。 

○片山次長 

 次長の片山です。 

 令第41条非該当施設に対しては、継続的改善は既に要求されていますので、元々そうい

う体制が現にできている。廃止措置期間中においてもその体制を維持することを求めてい

るということだと思いますので、何か特別に新たなことを要求しているわけではないので、

令第41条非該当施設はほかの施設ほど頻繁ではありませんけれども、検査の対象で、抽出

をして検査に入っていますので、それが廃止措置期間中に当たれば当然検査の対象になる

ということだと思います。 

○更田委員長 

 できれば委員の意見を伺いたいのですけれども、令第41条非該当で、ここで改善策を立

て、実施し、その結果を評価して、必要があればさらなる改善を行うことを実施内容とし

ていることと。だから、要するに人を置くというものでもないのですね。 

○片山次長 
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 次長の片山です。 

 ですから、今、令第41条非該当の使用施設については、フルスペックのQMSは要求せず、

継続的な改善ができる体制を作れというのを要求していて、現にそうなっているはずだと。

それが廃止措置に移行した場合でも、廃止措置について継続的な改善という体制を維持し

てもらうということなのです。 

○更田委員長 

 非該当施設の廃止措置期間中における継続的改善というのはいま一つイメージが湧かな

かったので、何だろうと思っただけです。 

 運用している間においては、非該当といえども継続的な改善はありそうなものではある

けれども、廃止措置期間中の継続的改善とは何だろう。 

○片山次長 

 具体に何があるというものではありませんけれども、ではなくしていいのかというとそ

うでもないかとは思います。 

○更田委員長 

 その精神は廃止措置期間に移行しても残りますと言っているということですね。 

○片山次長 

 おっしゃるとおりです。 

○伴委員 

 極めて精神規定に近いのだと思いますけれども、ただ、同じことはRIでも言えて、RIに

もこの継続的改善を入れたときに、少なくともそういうマインドを持っていてねというの

があって、それを明示することによって、場合によっては検査で見ます。本当に具体的に

何しているのですかと。確かに改善するような具体的な内容は生じないかもしれないけれ

ども、でも何か問題があったときに、あるいは問題が生じる可能性が見えたときに、そこ

に対処していますかというぐらいのことは見えるだろう。その程度のものなのかなと思い

ます。 

○更田委員長 

 悪く取れば、検査が恣意的にならないかというように思えるところではあるのです。 

 これはある意味形式的です。けれども、１－７、１－10の回答、パブコメ(パブリックコ

メント)に対する考え方は何とかならないかと思います。 

 ほかに御意見があればですけれども、別紙１を了承するのか。御意見はありますか。 

○山中委員 

 直すのはそんなに難しいことではないと思うので、更田委員長の言われた趣旨で。 

○更田委員長 

 １－７は単に素直ではないという性格が出たものだという解説だったけれども、これだ

け言っておけば残るから、これはいいと思うのです。 

 １－10は、これ全体をというわけではないけれども、追ってでいいから１－10に関して
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は１枚紙なり２枚紙で少し解説してください。本当の意図というか、平たい意図はこうい

うことですと。もちろんポテンシャル申請者になりそうな人たちとは意見交換、ヒアリン

グ等々をするのだろうけれども、それに関して先立って、もっと平たく書いたらこうなの

だというのはほしいと思います。それが追って出てくることを前提に、別紙１を了承した

いと思いますけれども、よろしいでしょうか。要するにツケですね。よろしいですか。 

○荻野長官 

 原子力規制庁の荻野でございます。 

 確認でございますけれども、１－７につきましては、この部分を見え消しにするという

ことですね。見え消し状態のものにする。 

○更田委員長 

 そうですね。 

○荻野長官 

 要するに、修正した結果どうなるのかということを示した方がいいのではないか、そう

いうことが分かりやすいと思う人が世の中に何割かいて、削ったところを示してほしいと

いう人が何割かいるのだろうと思うのです。私は個人的にはどちらも等価ではないかと思

うのです。 

○更田委員長 

 １－７の話ですね。 

○荻野長官 

 見え消しにします。 

○更田委員長 

 １－７の方はそんなに。１－10の方なのです。 

○荻野長官 

 １－10についてですけれども、これは結局、１－10は１パラグラフだけにするというこ

とでよろしいですか。 

○更田委員長 

 １パラグラフだけでもいいけれども、１パラグラフはどういう意図と言ってほしいので

す。 

○荻野長官 

 １パラグラフは要するに「審査するものではありません。よって、以下の内容を削除し

ます」ということです。この質問の何を基に審査するのかということに対しては、審査し

ません。 

○更田委員長 

 線量限度を超えないようにする措置については、講ずる措置ではあるけれども、超えな

いことまで審査していない。だから、超えないようにする措置というのは続けるのだけれ

ども、超えないかどうかについては審査しませんと。 
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○荻野長官 

 ここではです。要するに、審査するのかということに対して、審査しませんというのが

答えなのです。 

○伴委員 

 線量限度を超えないことまでを審査しているのではないというのは確かにそのとおりな

のかもしれませんけれども、一般的な感覚でそれを受け止めようとすると、線量限度を超

えるか超えないかは興味がないのかと見えてしまうわけです。これは結局何をやっていな

いかというと、量的な被ばく評価までは求めていないということです。だから、量的な被

ばく評価に基づいて線量限度を超えないことを審査しているわけではない。けれども、放

射線防護措置、放射線管理が適正なものであるかは見ますよという趣旨のことが分かれば

いいのだと思うのです。 

○荻野長官 

 ですから、それは改めて文書を出させていただくということでしょうか。 

○更田委員長 

 難しいのであれば、ここを直すのにそんなに時間が掛かると思えないから、リターンマ

ッチにした方がすっきりするかな。 

○片山次長 

 もし、本日の原子力規制委員会終了時点までにこの案でいかがでしょうかという作業が

できればお諮りをしますし、間に合わなければ別途ということにさせていただければと思

います。 

○更田委員長 

 では、そのようにしたいと思います。ですから、別紙１については修正を待つ。したが

って、別紙２、別紙３についての決定もその後ということにしたいと思います。 

 本件はこれで。 

 三つ目の議題は「原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る関係規則の改正案等及

び改正案等に対する意見募集の実施」です。説明は古金谷課長から。 

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長 

 原子力規制庁の古金谷でございます。 

 資料３でございますけれども、本件、原子炉等規制法に基づく事故・トラブルの報告の

内容につきましていろいろ制度改善を図ってきたということで、過去何度か原子力規制委

員会の方でも御議論いただいております。前回、８月18日でございますけれども、本件を

お諮りして、議論が収束した内容についてこの方向で改正していくということで、方向性

については御了承いただいたと考えておりますので、今回はその内容、具体的に規則ある

いはその下にあります訓令に落とし込んだ具体的な案を作成しましたので、ちょっと時間

が掛かりましたけれども、これについてパブコメを開始したいということで、お諮りした

いというものでございます。 
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 内容としては、経緯の（１）、（２）で書いてございますけれども、提出の期日の見直

し、制御棒の過挿入の関係、技術的に既知のものについては詳細な報告を求めない、それ

から、点検中のものについて報告対象でないというような趣旨のことを明記したいという

内容でございます。 

 具体的な改正案については、本橋調査官の方から説明させていただきます。 

○本橋原子力規制部検査グループ検査監督総括課企画調査官 

 検査監督総括課の本橋でございます。 

 別紙１に基づきまして、関係規則の改正案について御説明申し上げます。 

 別紙１の右下のページ番号である13ページ目を御覧ください。実用炉の規則でございま

すけれども、こちらを基に御説明させていただきます。 

 まず、現行の改正前でございますけれども、10日以内に報告しなければならないとして

いたものを、遅滞なく報告しなければならないと改正してございます。 

 この部分の改正については、他の事業の規則も同様に改正してございます。 

 また、ただし書でございますけれども、過去に発生した類似の事象により、原因、再発

を防止するために講ずる内容が明らかであるときは、報告を要しないということで記載を

してございます。ここの具体的な解釈については、後ほど御説明いたします訓令に記載し

てございます。 

 13号については、制御棒の過挿入について削除するものでございます。こちらについて

は、研究開発段階炉も同様に改正をしてございます。 

 少し戻っていただきまして、右下の６ページ目、別表第２の核燃料物質の使用に関する

規則の改正でございますけれども、こちらもただし書で過去に発生した事象から得られた

知見その他科学的知見により、施設の安全性を損なうおそれのないことが合理的に明らか

であるときは報告を要しないと記載をしてございます。具体的な解釈については訓令の方

に記載してございます。 

 以上が規則の改正内容でございます。 

 続きまして、別紙２に基づきまして訓令の一部改正についての御説明をいたします。 

 新旧対照表の右下のページ番号で２ページ目でございます。こちらは実用炉の運用につ

いての訓令でございますけれども、下線が引いてあるところが改正部分でございます。 

 ２ページ目の下の部分でございますけれども、ただし書で、過去に発生した類似の事象

により内容が明らかであるときについては、後述の該当する各号において示すことといた

しております。 

 ３ページ目に入りますけれども、今回遅滞なくと改正いたしましたので、遅滞なく報告

するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のため

の対策等を定めた後、報告書に取りまとめて原子力規制委員会に報告することをいうと記

載してございます。この段落の記載については、他の事業の訓令も同様に記載してござい

ます。 
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 また、表現の適正化に関する改正については省略させていただきますが、右下のページ

番号の６ページ目を御覧ください。こちらは実用炉の３号の改正部分でございますけれど

も、中ほどの②安全上重要な機器等の使用中又は待機中に損傷が存在していないのであれ

ば、安全上の影響はないので報告対象外とするものである。例えば、当該機器等において、

点検等により機能が要求されない期間に発生した損傷であることが、以下のような事情に

より特定できる場合は報告対象外とするという旨の記載をしてございます。 

 この部分については試験炉の規則にも同様の規定がございますので、試験炉の訓令の方

も同様に追記してございます。 

 右下のページ番号６ページの下でございますけれども、柱書きの過去に発生した類似の

事象でございますけれども、現時点で想定しているものとして記載してございます。平成

30年９月12日に、関西電力より本号に該当するものとして報告がなされました蒸気発生器

伝熱管の損傷でございます。これは応力腐食割れに弱い材質から成る伝熱管一次側におけ

るローラ拡管部から発生した応力腐食割れによるものであることが明らかであったこと。

本事象については、再発防止策の対策等が伝熱管の施栓という既に確立された対策である

ということで、再発を防止するために講ずる内容が明らかであった」という旨を記載して

ございます。 

 右下の７ページ目、４号の部分でございますけれども、今回の改正に合わせまして、４

号の解釈について記載を充実化・明確化させる旨の改正でございます。 

 まず、目的のところでございますけれども、４号に基づく報告に関しては、３号に基づ

く報告は要しないということを明記してございます。 

 「３．運用上の留意点」として、ただし書について追記いたしました。安全上重要な機

器等を故障させたとしても、火災の消火又は延焼の防止の措置を行った方が安全であると

判断して消火活動を行った場合、当該消火活動によって生じた故障はやむを得ないもので

あるため、本号に基づく報告は要しないものであると記載してございます。ただし、消火

活動による被災に耐えるよう設計しているものについて故障した場合は、やむを得ないも

のであるとはいえないため、本号に基づく報告が必要となると記載してございます。 

 ここの部分については、試験炉の規則にも同様の規定がございますので、試験炉の訓令

の方も同様に修正してございます。 

 続きまして、右下の９ページ目、13号でございます。こちらは過挿入の部分でございま

すので、当該部分を削除してございます。 

 ページ番号は飛びまして、19ページ目でございます。こちらは核燃料物質の使用に関す

る規則の訓令でございます。 

 柱書きの過去に発生した事象から得られた知見その他知見により明らかにあるときの説

明については、各号の方で示すこととしております。 

 右下の20ページ目でございますけれども、こちらについては下線の後段の部分でただし

書を入れてございます。いわゆる政令第41条に該当しない使用者の規定でございまして、
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政令非該当については、品質管理に必要な体制の基準に関する規則、こちらで品質マネジ

メントシステムの確立が求められてございませんので、政令非該当使用者の品質管理につ

いて定めております同規則の第54条の規定により、再発防止のための対策等を求める旨を

記載しているものでございます。 

 続きまして、21ページ目でございます。③過去に発生した事象から得られた知見その他

科学的知見によりの説明でございますけれども、使用施設等の安全性を損なうおそれのな

いことが合理的に明らかであるとは、核燃料物質の使用等に支障を及ぼしたものの、閉じ

込め機能、放射線の遮へい機能、火災・爆発の防止機能、臨界防止機能、こういった安全

機能に影響がないことが事象の状況からして合理的に明らかであることを言うという説明

を入れてございます。 

 また、過去に発生した事象として現時点で想定している事象の例としては、令和２年４

月13日に東北大学の金属材料研究所における研究棟排気筒の倒壊による排気設備の機能が

維持できなくなった事象でございます。このように、使用施設等の安全性を損なうおそれ

のないことが明らかなものについては報告を要しない旨、記載してございます。 

 以上が訓令の改正の説明でございます。 

 続きまして、最後でございますけれども、別紙３はいわゆる外運搬規則の第25条の運用

の訓令の制定でございます。 

 本訓令については、報告書の提出期日の見直しに合わせまして、これまでは保安院(原子

力安全・保安院)より継承されておりました内規がございましたけれども、これを訓令とし

て定めるものでございます。 

 内容につきましては、他の事業の訓令と整合を取る観点から記載の一部を見直してござ

いますが、基本的な内容の改定はございません。 

 資料３の一番最初の資料の２ページ目にお戻りください。意見募集の実施でございます

けれども、別紙１については行政手続法に基づき、意見募集をさせていただきたい。別紙

２及び別紙３については、任意の意見募集を実施したいということでございます。 

 今後の予定としては、お認めいただければ12月16日から意見募集を実施したいと考えて

ございます。 

 説明は以上でございます。 

○更田委員長 

 御意見はありますか。 

○田中委員 

 ８月18日の原子力規制委員会において議論された方向性に沿って改正案が作られたこと

は理解いたしましたが、別紙１の６ページ、核燃料物質の使用に関する規則の一部改正の

ところでただし書があるのですけれども、同じようなただし書を９ページの別表第５、核

原料物質の使用に関する規則の一部改正の方にも含めるべきだと思います。 

○本橋原子力規制部検査グループ検査監督総括課企画調査官 
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 いただいた御指摘についてはですね、核原料物質については、我々は全部把握している

わけではございませんけれども、核燃料物質と比べると法令報告の例がほとんどないとい

う状況かと思われます。核燃料物質の使用のただし書にある過去に発生した事象から得ら

れた知見が集積されれば、おそらくそのようなことは想定されないのだとは思うのですけ

れども、その段階で見直しを検討するということはあるのかなと思っております。 

 いずれしても、法令報告の見直しについては引き続き検討を行ってまいります。 

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長 

 原子力規制庁の古金谷でございます。 

 本件、ただし書を追記しているのは、６ページの核燃料物資の使用と実用炉、別表９の

13ページのところのみです。 

 委員御指摘のように、横並びであれば全規則同じように入れてもいいというところかと

は思うのですけれども、今回除く過去の知見として先ほどの訓令で示した具体的な事案が

あるものに限って、今回規則と訓令とをセットでということで考えたものですから、具体

的な事例があるものの規則については二つの規則でございましたので、改正したいという

ところでございます。 

 また今後の運用の中でこういった知見が追加されれば、規則も改正いたしますし、具体

的な事例も訓令の中に位置付けるという形で運用していきたいなと我々は考えておりまし

たので、今こういう案を御提示させていただきました。 

○田中委員 

 そういう説明は分からないでもないのですけれども、訓令あるいは解釈的なものと違っ

て規則ですから、これは一律に整合性を持って作るべきだと思いまして、先ほどの意見を

言いました。 

○更田委員長 

 ちょっと悩むところであるのは、田中委員のおっしゃることは大変よく分かりますが、

一方で、例えば核原料物質の使用等のところに過去のと言われたらきょとんとするだろう

なと。ただ、使用もそうかもしれないです。実用炉の方は何となくこういう例というイメ

ージは湧くし、使用もあるのかな。何で燃料のところは入ったのかな。 

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長 

 使用は今、本橋調査官が説明した。 

○更田委員長 

 東北大金研(東北大学金属材料研究所)の例があるというところですね。 

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長 

 おっしゃるとおりです。失礼しました。 

○更田委員長 

 例のないところはそれをアプライしてくるわけではないのだから、全体にかかっていて

もいいのだというのは、田中委員がおっしゃることもあるのだろうと思うのです。 
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 御意見はありますか。 

 伴委員。 

○伴委員 

 通しの９ページで言っているのは、ただし過去に発生した事象から得られた知見その他

の科学的知見によりなので、これは本当に大事なことは、科学的な常識を踏まえて判断し

て問題ないというものは一々報告しなくていいということですから、それは相手が核原料

物質の使用であれ、何であれ同じことだと思うのです。過去に発生した事象がないという

のは、正にそういった事象がなかなか発生しないからであって、そうしたときに何か本当

に軽微な事象が発生したら、過去に事例がないから報告してくださいということを求めて

いるのであればそれはありですけれども、そうではないのであれば田中委員のおっしゃる

ことが正論だと私は思います。 

○更田委員長 

 私はここの項目そのものがなかなか難しいなと思っているのは、これは法令報告でしょ

うかと聞いてくる例が発生すると思うのです。事業者の方からすると、これは合理的に明

らかであると自ら判断して法令報告しないで、後で何で報告しなかったのだと言われる事

態を一番おそれるので、取りあえずこれは法令報告かどうか聞けというケースが生まれる

のだろうと思います。 

 要するに伴委員が使われた科学的常識に照らしてという話なのだけれども、そう言われ

るのが一番困るというのが実用炉はあるのだろうと思います。ただ、実用炉の場合は積み

重ねが随分あるように思います。燃料使用施設の場合は、確かに金研の例は明確な例だけ

れども、いろいろ例があるわけではないから、また迷うのかなという気はします。 

 ほかの点で何か御意見はありますか。 

 石渡委員。 

○石渡委員 

 別紙２の方なのですけれども、右下の通しの６ページに運用上の留意点があって、右側

が元の文章です。これだと工事中に発生した損傷については対象としないという割と漠然

とした規定になっているのですけれども、左側の今回の修正した文章では、損傷原因とな

る行為を行った者がその行為を自覚しているときとか、他の者が目撃していたときとか、

映像により確認できるときとか、非常に細かな規定になっています。 

 なぜそういう細かい規定を設けたのかということと、もう一つは、もし故意に損傷した

場合も報告しなくていいのかということについてお伺いしたいのです。 

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長 

 原子力規制庁の古金谷でございます。 

 本件、原子力規制委員会でもこれまで御議論いただいたのですけれども、点検中が明ら

かである、要は供用でないときに例えば点検作業して、そこで間違いがあって壊しました

と。ただ、実際に供用開始までに、点検期間中に修理してきちんと直りますよということ
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であれば、報告対象外でもいいのではないかという議論をさせていただきました。 

 ただ、本当にそれがいつ故障したのかというところが明確に分かる必要があるだろうと

いうことで、こうでなければ必ず駄目だということではないのですけれども、こういった

ことで明らかな場合は対象外としようということで、判断の根拠ということでこの三つを

例示させていただいております。そういうところで具体的に書いた方が事業者の方も運用

が容易ではないかと考えましたので、こうさせていただきました。 

 それから、故意性があるかどうかというところにつきましては、法令報告としては故意

性のあるなしに限らず同じ扱いをしたいと思っておりますが、一方で、これまでも防災要

員が外出していたとか、そういうことがありましたけれども、そういったことがあれば、

当然のことながら原子力規制検査の中で評価していく、あるいは一定の規制措置をしてい

くことになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○石渡委員 

 要するに、規制検査の中でそれを見るということですね。分かりました。 

○田中委員 

 別紙２で私もいろいろと質問があるのですけれども、その前に、先ほど私が発言した別

紙１の核原料物質の件は結局どうなりますか。 

○更田委員長 

 最後にやります。 

○田中委員 

 別紙２で運用上の留意点というところがあって、過去に発生した類似の事象等々という

のがあって、具体例が分かることはいいと思いながらも、関西電力の高浜発電所３号機と

か東北大学金属材料研究所というように個別の事業者の名前が出てくるのですけれども、

訓令の中で個別の事業者が例として挙がるということは特に問題ないのですね。 

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長 

 原子力規制庁の古金谷でございます。 

 原子力規制庁の中で、法務室等も含めて議論させていただいて、基本的に我々としては

問題ないかと思っております。 

 今回のこの改正の趣旨は、明らかなものをこういう形で列挙して、そういったものは報

告しなくていいよねという運用を我々としてしたいなと思っていたものですから、できる

だけ訓令の中で具体的なものを挙げた方がよいのではないかということで、こういう形で

今回二つということでまずスタートしましたけれども、もしほかにも出てくれば、また訓

令の中に追記することはあり得るのではないかと思っております。 

○田中委員 

 訓令というか解釈みたいなものだと思うのですけれども、解釈の中でこのように個別の

名前が挙がることは初めてかと思うので、ちょっと気になって質問したところでございま
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す。理解いたしました。 

○更田委員長 

 ほかにありますか。 

 そこで戻ってきて、先ほどの過去の例とか科学的知見から合理的に明らかである場合は

報告することを要しないという文章を実用炉、それから燃料使用施設にというのが今の案

になっていて、それを全体に書けるか、書けないか、これは判断ですので、御意見はいか

がでしょうか。 

 田中委員。 

○田中委員 

 私が言ったのは、全体にではなくて、核燃料は書いてあるのです。核原料物質について

もそれを書くべきではないかと。 

○更田委員長 

 三つあるのか。今の案と、核原料を加えるというのと、全体にかける。 

 御意見はありますか。 

○伴委員 

 私はもう全体にかけていいのではないかと。 

○更田委員長 

 三つに分かれてしまったな。 

 全体にかけたときは何か弊害があるだろうか。どうなのだろう。 

 片山次長。 

○片山次長 

 これは法令報告の義務を一部免除するということでして、要するに全体的に義務がかか

っていて、それを実際に原子力規制委員会に事務局から御報告をして、これは要らないの

ではないかということを個別に原子力規制委員会で御判断いただいた実績を反映している

ということです。 

 ジェネラルなものを作ってしまうと、何か起きるたびに、迷ったら、これは対象にする

かどうかというそもそも論を原子力規制委員会に個別にお諮りすることになるはずでござ

いまして、抽象的な表現だと、これに該当するのかどうか事業者も迷うし事務局も迷うこ

とになる。そういう意味でいくと、限定的にやっていって、積み重ねをこのルールに反映

していくという手法の方が合理的かなと思います。結局、判断に迷わざるを得ないという

ことになるのではないかと思います。 

○田中委員 

 次長が言われたことはそうだと思います。核燃料物質と核原料物質のことを比べると、

核燃料物質はおそらくウランの使用量が300ｇ以上だとか、核原料物質については量等があ

るのですけれども、ウランとかの量が核燃料物質よりも若干少ないものですから、核燃料

物質でいわれていることは、それよりもレベルの低い核原料物質において適用されて当然
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だと思いましたので、先ほどのような発言をいたしました。 

○更田委員長 

 実は私はちょっとためらっていたのだけれども、先ほどは選択肢が三つあったでしょう。

私は四つ目なのです。今は実用炉と核燃料に書かれているではないですか。私は核燃料の

ところからこれを除くべきだと思っています。実用炉だけにするべきだと思っています。

現時点での意見です。 

 田中委員は、核燃料に書かれていることは核原料にも書かれているべきことだとおっし

ゃった。一方、核燃料のところになぜこれがあるのかと本橋調査官に聞いたら、金研の話

だと言っていたでしょう。けれども、金研の話は結構トリッキーというか、ほかの核燃料

施設が金研の事象を参考に、これは法令報告に当たらないと判断できるかというと、あれ

は前例というほどよく起きそうな話ではないです。燃料には前例があるのでこの文章が入

りますと言われたけれども、燃料は十分に前例があるとも思えないので、私は実用炉だけ

でいいかなという第４の案であります。 

 全く書かないということまで入れれば五つになるわけだけれども、取りあえずその意見

は出ていないので、私は実用炉だけ、田中委員のおっしゃったことは実用炉と燃料と原料、

伴委員の御意見だと全体にかける、それから実用炉と燃料という現行案を入れれば四つで

す。 

○伴委員 

 別にほかの案があるということではなくて、例示ということに重きが置かれるのであれ

ば、確かに蒸気発生器の伝熱管の話は明らかな例だと思いますので、また起きたときにこ

れに該当するかどうかというのは誰でも分かる。けれども、金研の例はこれと同等かどう

かという判断は誰にとっても必ずしも明瞭ではないので、それで私は先ほど科学的常識に

照らし合わせてということを言ったのですけれども、そこの判断自体が難しいということ

になってくると、確かに更田委員長のおっしゃる案が一番合理的ということになるのだろ

うと思います。 

○更田委員長 

 これはここで案を変えると、もう一回で直すことになるのですか。それとも、この場で

直して。 

 長官、どうぞ。 

○荻野長官 

 かなり重大な方針の変更なので、ちょっと見させていただきたいと思います。 

○更田委員長 

 では、改めて整理をして。ただ、原子力規制委員会として方向を決めた方がいいと思う

のです。ですから、ここのただし書のものをどのように順番づけるか。小さい方からいく

と炉だけに書く。二つ目は、炉と燃料に書くということで、事務局案です。三つ目は、炉

と燃料と原料で田中委員がおっしゃっている案です。それから、全部というのはもう除い
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ていいですか。片山次長の説明もありましたけれども、全部というのは除くとすると、こ

の三つで御意見を伺おうと思いますけれども、いかがですか。 

○荻野長官 

 御案内のとおり、報告すべき場合を各号で定めていて、それについて柱書きで直ちにと

か10日とかということで、それを前提に除いているわけですけれども、今回の作業は各号

については一切触れていないで、やれるところはやろうというものです。各号を言い出す

と非常に大変な作業になると思います。各号の内容は事業ごとにそれぞれ若干違っている

ということを前提に御議論が要りますので、ここでこうだという特定の結論を出すことが

いいかどうか、考慮要素はある気がしますけれども、事業ごとに各号の中身も違うので、

ここは各号の方には触れていないということです。 

○更田委員長 

 各号の方をチェックしてもらえばということですね。 

 判断を次回に送ろうと思います。各事業の各号をチェックしてもらうということにした

いと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

○更田委員長 

 ありがとうございました。 

 四つ目の議題ですが、平常時モニタリングについて及び緊急時モニタリングについて、

それぞれ原子力災害対策指針の補足参考資料ですが、その改訂について。説明は監視情報

課の佐々木企画官から。 

○佐々木長官官房放射線防護グループ監視情報課企画官 

 監視情報課の佐々木でございます。資料４を用いまして説明させていただきます。 

 まず、原子力災害対策指針の記載内容を補足するため、緊急時モニタリング、平常時モ

ニタリングそれぞれにおきまして、原子力災害対策指針補足参考資料を策定しております。

こちらはいずれも原子力規制庁監視情報課文書となっております。 

 今般、平常時モニタリング及び緊急時モニタリングについて、第12回環境放射線モニタ

リング技術検討チームにおいて、これまで記載していなかった試験研究用等原子炉施設を

対象とした平常時モニタリング及び廃止措置計画が認可された原子炉施設におけるモニタ

リングについて、具体的な実施内容等の検討を行いました。その後、関係地方公共団体及

び原子力事業者の意見を聴取した上で、別紙１及び別紙２のとおり平常時補足参考資料及

び緊急時補足参考資料の改訂版を取りまとめたので報告いたします。 

 主な変更内容でございますが、平常時補足参考資料につきましては、対象とする原子力

施設の追加をしております。試験研究用等原子炉施設、加工施設、再処理施設、冷却告示

に定める発電用原子炉施設及びその他の原子力施設の施設敷地外を対象とした平常時モニ

タリングに関する記載を追加しております。 

 また、その原子力施設ごとに必要と認められる平常時モニタリングの追加をしておりま
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す。これは地方公共団体における平常時モニタリングの実情を踏まえ、原子力施設の設置

許可申請書等で評価された放射性物質の推定放出量及び周辺住民の被ばく線量の推定、評

価結果に基づいた平常時モニタリングに関する記載を追加しております。 

 別紙１を御覧いただきたいと思います。 

 まず、23ページに冷却告示に定める発電用原子炉施設の平常時モニタリングの実施範囲

及び実施項目を記載してございます。 

 次の24ページが発電用原子炉施設のUPZ設定を要しない施設でございます。 

 25ページは、試験研究用等原子炉施設、UPZ設定を要するものでございます。 

 27ページは、ウラン加工施設、UPZ設定を要する施設です。 

 29ページは、プルトニウムを取り扱う加工施設。 

 31ページは、再処理施設。 

 このように、平常時モニタリング補足参考資料につきまして、施設の追加、また、その

施設ごとに必要と認められる平常時モニタリングの内容について記載をしております。 

 資料４に戻っていただきまして、２ページ目をお開きください。緊急時補足参考資料で

ございますが、廃止措置計画が認可された原子力施設に係る緊急時モニタリングを取りま

とめております。対象とする原子力施設の追加といたしまして、冷却告示で定める発電用

原子炉施設、その他の原子炉施設に分類されたもの、こちらは発電用原子炉又は試験研究

用等原子炉について廃止措置計画の認可を受け、かつ、全ての燃料体が当該発電用原子炉

施設又は当該試験研究用等原子炉施設外に搬出されているもの若しくは当該発電用原子炉

施設又は当該試験研究用等原子炉施設内にある全ての燃料体が乾式キャスクにより貯蔵さ

れているもの。この施設につきましての記載を追加しております。 

 別紙２を御覧いただきたいと思います。 

 別紙２の37ページをお開きください。一番下のパラグラフでございますが、「（２）冷

却告示に定める発電用原子炉施設」の内容について記載をしてございます。 

 40ページを御覧ください。中段に「その他の原子力施設」といたしまして、発電用原子

炉施設（UPZ設定を要しない）及び試験研究用等原子炉施設（UPZ設定を要しない）ものに

ついての記載を加えております。 

 今回、補足参考資料の改訂は内容が大きく変わったものですので、原子力規制委員会の

方に報告したいと考え、本日お伺いした次第でございます。 

 以上で説明を終わります。 

○更田委員長 

 御意見はありますか。 

○伴委員 

 今、事務局から説明があったとおりですけれども、このモニタリングに関しては原子力

災害対策指針の中で本当にさらっとしか書かれていないので、具体的にどのような項目を

どれぐらいの頻度でやるべきなのかというところを補足参考資料で説明している。さらに
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技術的に踏み込んだ内容が必要な場合は放射能測定法シリーズ等で補うという体系になっ

ていますので、これまで発電用原子炉については具体的な記述があったのですけれども、

それ以外のものについて、この補足参考資料を作った。それぞれ施設の特徴を踏まえて、

どういう事故が起こり得るのか、その場合にどういう核種が放出されるのかといったこと

を、環境放射線モニタリングの技術検討チームの中で、専門家の御意見を伺いながら、そ

れを踏まえて策定したということでございます。 

○更田委員長 

 ほかに御意見はありますか。 

 田中委員。 

○田中委員 

 報告、ありがとうございました。対象とする原子力施設の追加がされたということとか、

施設ごとに必要と認められる平常モニタリングの追加ということは理解いたしました。ま

た、UF6（六フッ化ウラン）を扱う施設においてはHF（フッ化水素）も測るということが書

かれています。それは重要なことだと思います。 

 これは今回のことと関係ないのですけれども、将来的には輸送時のモニタリングについ

ても検討していくことになるのですか。 

○佐々木長官官房放射線防護グループ監視情報課企画官 

 監視情報課の佐々木でございます。 

 当該補足参考資料につきましては、施設周辺のモニタリングということで、事業者、自

治体、また国が参加するモニタリングを書いてございます。燃料なり輸送物質のモニタリ

ングにつきましては、今、別のマニュアルを原子力規制庁内で作成中でございまして、そ

ちらの方でまずまとめて、それからこちらの補足参考資料に載せるべきかどうかという議

論が進められることになるかと考えております。 

○更田委員長 

 ほかにありますか。 

 私は別紙２の12～13ページ辺りを見ていて、こう書かれてはいるけれども一概に決め難

いなと思うのはどのようなところかというと、一例ですけれども、例えばEMC(緊急時モニ

タリングセンター)の設置に関して、OFC(オフサイトセンター)の中にEMCを設置する、オフ

サイトセンターの中にモニタリングの部隊を立ち上げると言うのだけれども、それがSE

（state of emergency）になったときとなっているのだけれども、事象進展によるだろう

なと思っていて、例えばアラートも、アラートのうちからEMCを動かそうということもある

だろうし、様々なシークエンスがあるので何とも言えないなというところはあって、state 

of emergencyに至った場合には必ず設置するのですというように読むということなのだろ

うと思います。ここら辺は、EMCの設置やERC(緊急事対応センター)の運用をアラートの段

階でどうするかというのは、弾力性、文章に書き切れない部分が相当あるのではないかと

思っています。 
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 あとはEMCとERCの放射線班との間に関しては要研究というか、これはむしろこういった

ところへ書き込んでいくものではないのかもしれないのだけれども、共通言語であるとか、

伝えるべきものの様式であるとか、今、プラント班側ではプラントの状態を共通的に示す

伝達の工夫をしているけれども、それはEMCとERCとの間もそうであるだろうし、その中で

の指定公共機関の振る舞いについても、これは書けるようになったら書いていくという形

になるのかもしれないのですけれども、本件に直接関係しないのですが、ここは考え込ん

でしまうところです。初動から初動に続くときの組織の動かし方みたいなものは、災害対

策指針を受けて実動をどう考えるかというところに研究の余地があるように思いました。 

 石渡委員。 

○石渡委員 

 別紙２の43ページ、その他というところで福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた

防護措置と拡散計算を用いた予測的手法ということなのですけれども、元はSPEEDIと書い

てあったものを、拡散計算を用いたというように変えたのがなぜかというところが一つ。 

 それから、その他という部分は、モニタリングそのものに関係した部分ではないような

気がするのです。これはむしろ避難計画全体に関係しているようなところだと思うのです

けれども、むしろSPEEDIを使わずにモニタリングの結果を重視して避難を実際に行うとい

う方針だと理解しているわけですが、これがここに入っている意味といいますか、なぜこ

こにこれが入っているのかということについても教えていただきたいと思います。 

○佐々木長官官房放射線防護グループ監視情報課企画官 

 監視情報課の佐々木でございます。 

 今、石渡委員がおっしゃいましたとおり、SPEEDI、拡散計算を用いた予測的手法という

ものは使わず、モニタリングを主体にするということが定められました関係で、今回モニ

タリングがそういう意味で重視されているということを説明するために、ここに記載を入

れているところでございます。 

 なお、SPEEDIというのは固有名詞でございますので、それは使わないということが明確

にされていることを示すために、SPEEDIという固有名詞ではなく、拡散計算を用いた予測

的手法という表記に変えたところでございます。 

○石渡委員 

 ただ、多分SPEEDIというのは、元々は非常に大きな予算を使って作ったシステムで、原

子力発電所の事故が起きて避難するときにはこれが非常に役に立つのだという前提で用意

されていたものだと理解しているわけです。だから、単なる拡散計算の一つの手法だとい

う意味づけではないのではないかと思うのです。それを簡単に、ただ削除してしまってい

いのかどうかというところは疑問かなと思います。 

 以上です。 

○更田委員長 

 実は私もそこは「等」とついているからこのままでいいではないかと思ったわけです。
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ただ、固有名詞がいつまでも載っているのは気持ち悪いというのと、予測的手法に対する

原子力規制委員会の見解の中では、固有名詞を使わずに予測的手法という言葉を使ってい

るので、そことの間の統一を取ったということらしいです。 

 余りこだわるものではないのだけれども、歴史的な部分を正しているという意味では、

固有名詞を残しておいてもいいのかなと思いますけれども、特に私はこだわらないところ

ではあるのです。 

 拡散計算は拡散の方が問題ではなくて、予測的手法というところがポイントなので、そ

ういった意味では両論あるのかなと思います。 

 石渡委員。 

○石渡委員 

 これについては、この原子力規制委員会の外でもかなりいろいろな議論が行われたよう

な問題でもありましたので、拡散計算を用いた予測的手法というのがSPEEDIのことを言っ

ているのだということが完全に消えてしまうと非常に印象が薄くなってしまいますので、

何か分かるような形で一部残した方がいいのではないかとは思いますけれども、それは皆

さんの御判断です。 

○更田委員長 

 私の意見を申し上げると、元の方がいいと思っています。というのは、この文章だと拡

散計算を用いないと言っている。そうではなくて、予測的手法に問題があるので、元の文

章の方が予測的手法によってと明確なのだけれども、一般化したときに拡散計算を用いた

予測的手法と言って、より広げられているのだけれども、用いないとしているのは予測的

手法のところにあって、MARK-ⅡであるとかOSCARがそうですが、１年間の気象スペクトル

を取って行う拡散計算を事前に行っていくこと、これはソースタームの立て方にいろいろ

議論はありますけれども原子力規制委員会としては推奨していて、拡散計算の利用はある

分野において推奨しているわけです。そういった意味では、緊急時において予測計算を行

うということはしないと明確にしているので、文意としては元の文章の方が明確だと思っ

ています。 

 伴委員、お待たせしました。 

○伴委員 

 おっしゃることはよく分かります。私は折衷案でいいのかなと思ったのですけれども、

最初の従来の考え方のところにはSPEEDIという固有名詞が入ってきてもいいのではないか

と思いました。 

 ただ、確かに拡散計算を我々が否定しているのではなくて、正に緊急時の避難の判断の

ために予測に基づいてやるというところが問題なので、その意味では、この改訂案で拡散

計算が不必要に強調されてしまっているという指摘は確かにあると思います。 

○村山長官官房放射線防護グループ監視情報課長 

 監視情報課長の村山です。 
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 過去の反省点も含む経緯があるということを踏まえまして、この「SPEEDI等」という表

現ぶりについては、なるべく改訂前の案文を踏まえるような形で修正したいと考えており

ます。 

○更田委員長 

 修正するのですね。 

○村山長官官房放射線防護グループ監視情報課長 

 監視情報課の決裁で改訂しますので、まだ修正する余地があります。 

○更田委員長 

 修正しないという案もある。 

○村山長官官房放射線防護グループ監視情報課長 

 監視情報課長の村山です。 

 タイトルの「SPEEDIの運用について」というところにつきましては、「等」もついてい

ませんで、SPEEDIという固有名詞決め打ちですので、そういったところは見直させていた

だく。ただ、その他の「SPEEDI等によって推定できるとした」といった本文の内容につい

ては、改訂前のままとしようかと思います 

○更田委員長 

 決定的に今ここで示すというわけではないから、監視情報課の作ったものを見せてもら

いましょうか。 

 石渡委員。 

○石渡委員 

 これについては、もしここでそういう方針が決定できるのであれば、細かな文言は監視

情報課の方にお任せしていいように思うのです。 

○更田委員長 

 例えばよく石渡委員がおっしゃるように、何々を生かしてというのが、わざわざ活用の

「活」から「生」に変わっているようなところもあるのです。けれども、それはどちらな

のだろうというところもこれありなのです。 

 細かいところはあるのですけれども、ただし、これはあくまで補足参考資料だから、整

えたものをホームページに載せるということなのですね。そうすると、原子力規制委員会

に改めて諮ってもらうというものでもなくて、ただ、個別の記述に関して、本日示された

案から変えるのであれば、その旨、原子力規制委員会に、この原子力規制委員会という意

味ではないけれども、各委員に知らせてもらって、必要があれば意見を聴くということで

収めたいと思います。 

 全体に、この補足参考資料をこのとおり改めるということに関しては、本日了承してよ

ろしいでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

○更田委員長 



33 

 

 では、そのようにします。ありがとうございました。 

 本日予定した議題は以上ですけれども、ほかに何かありますでしょうか。 

 先ほどの修正案が間に合ったということですね。 

 まず、１－７の方ですけれども、ここを消しましたということが分かるように見え消し

にしたということなのですが、私はその上の文章と整合が取れているのかなと思っている

のは、「１．基本的考え方」の記載方針を見直し、廃止措置計画の認可の申請に当たって

の基本的な事項を示すこととし、以下のとおり修正しますと書いてあるのだけれども、基

本的な事項を示すこととしと言って、何か文章が新たに加わったかというと、加わったわ

けではないのです。だから、御指摘の部分を削除しますと。 

 御指摘の部分は削除しますと言えばいいのであって。方針を見直し、以下のとおり修正

しますというのは、まだ素直ではないなという感じです。 

 それから、１－10について御意見はありますか。これでいいですか。 

 細かく言うとまだちょっと引っ掛かるところはあるけれども、これでどうですか。よろ

しいですか。 

 そうすると議題２に戻りまして、まず、この修正を先ほどの別紙１に反映させるという

ことで、別紙１を認めてよろしいでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

○更田委員長 

 その上で、意見募集ですけれども、別紙２、別紙３のとおり令第41条非該当施設の廃止

措置計画の審査基準の制定、それから炉規法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律)に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等の一部改正について、決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○更田委員長 

 ありがとうございました。 

 少し整理すると、議題４はオーケーだったのですけれども、議題３についてだけ改めて

ということだったと思います。 

 予定は以上ですけれども、ほかに何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で本日の原子力規制委員会を終了します。ありがとうございました。 

 


